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次   第 

 

Ⅰ 総 会      午後２時から午後３時まで 
 
１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 来賓挨拶 

 

４ 議長選出 

 

５ 議  題 

（１）令和５・６年度東京都図書館協会役員一覧（案）……… 〔資料１〕 
（２）令和４年度事業報告………………………………………… 〔資料２〕 
（３）令和４年度決算報告………………………………………… 〔資料３〕 
（４）令和４年度会計監査報告…………………………………… 〔資料４〕 
（５）令和５年度事業計画（案）………………………………… 〔資料５〕 
（６）令和５年度予算（案）……………………………………… 〔資料６〕 
（７）今後の支出削減案…………………………………………… 〔資料７〕 

 
６ 閉  会 

 
 
Ⅱ 講 演 会  午後３時１０分から午後４時４０分まで 

 
テーマ 「国立国会図書館のデジタル化について」 
講 師  中島 寛 氏（国立国会図書館 電子情報部 電子情報企画課 

資料デジタル化推進室 資料デジタル化推進係長） 



 

 
 

 
 

令和５・６年度 東京都図書館協会 役員一覧（案） 

 
１ 会 長 

氏 名 所  属 備 考 

黒 田 浩 利 東 京 都 立 中 央 図 書 館  

 
２ 理 事 

氏 名 所  属 館 種 

瀬 島 健二郎 文 化 学 園 大 学 国 際 文 化 学 部 そ の 他 

冨 田 圭一郎 国 立 国 会 図 書 館  国立国会図書館 

大 沢   力 府 中 市 立 中 央 図 書 館 公 共 図 書 館 

恒 次 知 美 専 修 大 学 図 書 館 大 学 図 書 館 

宅 間 由美子 東 京 都 立 農 業 高 等 学 校 学 校 図 書 館 

新 屋 朝 貴 公益財団法人三康文化研究所 専 門 図 書 館 

 

３ 監 事 

氏 名 所  属 備 考 

加 藤 伸 昭 千 代 田 区 地 域 振 興 部 特別区館長会より推薦 

新 倉 敦 子 東 村 山 市 立 中 央 図 書 館 
東京都市町村立図書館長 

協議会より推薦 

 

４ 事務局長兼常務理事 

氏 名 所  属 備 考 

白 濱 久 美 東 京 都 立 中 央 図 書 館  

 

５ 副会長の選出について 

  副会長は、会長が指名（役員選出に関する規程 第６条） 

資料 １ 
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令和４年度事業報告 

 

１ 総会・理事会 

（１）総会 

日 時 令和４年８月２９日（月）午後２時から３時まで 

会 場 東京都立多摩図書館セミナールーム 

参加者 １６名 

議決権行使書（はがき）総数 ２８１ 

記 録 ８月３０日（火）に「総会資料」及び「実施報告」を当協会

ホームページ（以下「ホームページ」）に掲載 

（２）理事会 

【第１回】 

日 時 令和４年６月６日（月）午後１時３０分から３時まで 

オンライン併用 

会 場 東京都立中央図書館 

主要議題 総会の議事等 

【臨 時】 

日 時 令和４年６月２４日（金）午後１時３０分から２時まで 

オンライン形式 

主要議題 総会の議事等 

【第２回】 

日 時 令和５年３月２日（木）午前１０時から１２時１５分まで 

オンライン併用 

会 場 東京都立中央図書館 

主要議題 令和４年度の報告、令和５年度以降の事業内容等の検討 

 

２ 実施事業 

（１）講演会 

日 時 令和４年８月２９日（月）午後３時１５分から４時４５分まで 

会 場 東京都立多摩図書館セミナールーム 

テーマ 「電子書籍・電子図書館の現状と将来－調査に基づくafter

コロナの課題－」 植村八潮氏 

参加者 ３９名 

その他 オンラインの後日配信を試行実施、再生回数３５回 

資料 ２ 
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（２）会 報 

第１０２号（令和４年７月）発行 

 

（３）研究グループ助成 

随時的な研究は１件１０万円、継続的な研究は１件５万円を上限とし、

募集を行ったが、応募がなかった。 

 

（４）図書館見学会 

日 時 令和５年２月９日（木）午後２時３０分から４時３０分まで 

見学先 武蔵野プレイス 

参加者 １４名 

 

（５）共催・後援 

【共催】 

なし 

【後援】 １件 

○「第２４回図書館総合展２０２２ ＯＮＬＩＮＥ ＰＬＵＳ」 

主 催 図書館総合展運営委員会 

会 期 令和４年１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで 

開催場所 原則オンライン開催（一部、実際の会場とも接続） 
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令和４年度決算報告 

令和５年３月３１日 

 

１　収入の部 （単位：円）

予算額 収入済額 増減額 備　　考

500 500 0 JLA会員以外の会員費

371,728 357,376 △ 14,352 JLA地域図書館団体活動費

0 4 4 預金利息

571,687 571,687 0
943,915 929,567 △ 14,348

２　支出の部 （単位：円）

予算額 支出済額 残　額 備　　考 

98,000 40,433 57,567

(1) 総 会 費

85,000 35,899 49,101

総会開催通知・返信はがき印刷、個人情
報保護シール等
※総会資料及び説明資料印刷（全会員
への送付）のとりやめによる減

(2) 役 員 会 費 3,000 468 2,532
(3) 旅 費 10,000 4,066 5,934 理事交通費

351,000 234,241 116,759

(1) 講演会費等
151,000 161,500 △ 10,500

講師謝礼
※テープ反訳のとりやめによる減、オ
ンライン配信（試行）による増

(2) 会報発行費 100,000 72,741 27,259 会報第102号印刷発行

(3) 研 究 会 費 0 0 0
(4) 研究グループ助成費 100,000 0 100,000 随時的研究＠100,000 継続的研究＠50,000

(5) 見 学 会 費 0 0 0
163,000 115,823 47,177

(1) 需 用 費 10,000 1,270 8,730 事務用消耗品

(2) 通信運搬費 150,000 113,134 36,866
総会資料・会報等送付、料金後納はが
き、郵券等購入

(3) 職 員 費 0 0 0
(4) 雑 費 3,000 1,419 1,581 振込手数料等

331,915 0 331,915
次年度総会費、会報発行費等
繰り越す必要あり

943,915 390,497 553,418

３　翌年度繰越費

929,567 円

390,497 円

539,070 円

計

収入済額

支出済額

繰 越 額

計

科　　目

会　　議　　費

事　　業　　費

事　　務　　費

予　　備　　費

科　　目

会 費

そ の 他 収 入

雑 収 入

繰 越 金

資料 ３ 
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令和５年度事業計画（案） 

 

１ 総会・理事会  

これらの日程については、役員と相談の上、決定する。 

 

（１）総会 

日 時 令和５年８月２９日（火）午後２時から３時まで（予定） 

会 場 東京都立中央図書館 第３研修室（予定） 

 

（２）理事会 

【第１回】 

日 時 令和５年６月９日（金） 

主要議題 総会の議事等 

【第２回】 

日 時 令和６年３月（予定） 

主要議題 令和６年度の活動内容、役員の改選方法等の検討（予定） 

 

※研究助成の申請がある場合には、臨時に理事会を開催する。 

 

２ 実施事業 

（１）講演会 

日 時 令和５年８月２９日（火）午後３時１０分から４時４０分まで

（予定） 

会 場 東京都立中央図書館 多目的ホール 

テーマ 「国立国会図書館のデジタル化事業について(仮)」 

講 師 中島 寛 氏 

（国立国会図書館電子情報部電子情報企画課 

資料デジタル化推進室主査） 

 

（２）会 報 第１０３号（令和５年７月）発行（予定） 

 

（３）研究グループ助成 

随時的な研究は１件１０万円、継続的な研究は１件５万円を上限とし、

募集を行う。 

 

（４）図書館見学会 

日 時 令和６年１月（予定） 

見学先 公益財団法人三康文化研究所附属三康図書館（予定） 

 

資料 ５ 
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（５）共催・後援 

・共催及び後援について申請があった場合、要項に照らして検討する。 
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令和５年度予算（案） 

 

資料６ 

１　収入の部 （単位：円）

5年度予算 4年度予算 増 △ 減 備　　考

500 500 0 JLA会員以外の会員費

345,744 371,728 △ 25,984 JLA地域図書館団体活動費（※）

0 0 0 預金利子

539,070 571,687 △ 32,617

885,314 943,915 △ 58,601

２　支出の部 （単位：円）

5年度予算 4年度予算 増 △ 減 備　　考

98,000 98,000 0
(1) 総 会 費 85,000 85,000 0 総会資料作成費等

(2) 役 員 会 費 3,000 3,000 0 資料印刷費等

(3) 旅 費 10,000 10,000 0 理事交通費

280,000 351,000 △ 71,000
(1) 講 演 会 費 等 80,000 151,000 △ 71,000 講師謝礼、テープ反訳

(2) 会 報 発 行 費 100,000 100,000 0 会報第103号印刷発行

(3) 研 究 会 費 0 0 0
(4) 研究グループ助成費 100,000 100,000 0 随時的研究＠100,000 継続的研究＠50,000

(5) 見 学 会 費 0 0 0

163,000 163,000 0
(1) 需 用 費 10,000 10,000 0 事務用消耗品

(2) 通 信 運 搬 費 150,000 150,000 0 郵券等購入

(3) 職 員 費 0 0 0
(4) 雑 費 3,000 3,000 0 振込手数料等

344,314 331,915 12,399 次年度総会費、会報発行費等繰り越す必要あり

885,314 943,915 △ 58,601

【参考】会員数について （令和5年4月1日時点）

(1) JLAからの自動会員 562 名

(2) TLAのみの会員 1 名（会費500円）

(1) JLAからの自動会員 324 施設＋1団体

(2) TLAのみの会員 0 施設（会費5,000円）

予　　備　　費

計

１個人会員

２施設会員

※ 現時点では、地域図書館団体活動費配分基準（2022年度）を用いている。

｛（個人会員費総額×1/10）＋（施設会員費総額×1/20）＋（団体会員費総額）×1/10）｝×（調整率32/100）

科　　目

会　　議　　費

事　　業　　費

事　　務　　費

科　　目

会 費

そ の 他 収 入

雑 収 入

繰 越 金

計
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今後の支出削減案 

 

・厳しい財政状況の中、事業費と会議費のバランスを改善するため、総会開

催に伴う通信費を削減する。 

・承認後、令和６年度以降の予算に反映する。 

 

 変更案  

・会報の発行を電子データ版のみとする。 

・総会開催通知を簡略化し、往復はがきでの郵送とする。 

・ただし、事務量は増加し、その分の事務費が必要となる。 

 

※会員の個人情報は日本図書館協会で管理しており、都度提供を受けているが、電子メー

ルアドレスは管理されていない。総会成立には出欠・委任の確実な回答が必要であるこ

とからも、郵送での連絡は今後も必要 

 

 支出削減効果（試算） 

・約２～３万円程度 

現行 変更後 

Ａ４版の会報、総会開催通知及び出欠

通知・委任状はがきを封筒で郵送 

総会開催通知を簡略化し、往復はがきで

郵送（会報は電子データ版のみ） 

資料７ 
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H20.5.22版（H19の役員会で、H10の役員申合わせ事項の文言を整理、役員の了承を取れた

ので、変更している。 

東京都図書館協会会則 

  

（名称及び事務所） 

第１条 この会は、東京都図書館協会（Tokyo Library Association）といい、事務所を 

 東京都内におく。 

（目的） 

第２条 この会は、東京都内の図書館及び類縁機関並びに、これらに関係する者の連絡を

図り、図書館事業の発展向上と会員相互の交流を深めることを目的とする。 

（事業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 図書及び図書館に関する調査研究 

 (2) 講演会、講習会等の開催並びに研究グル－プの助成 

 (3) 会報等の発行 

 (4) その他必要と認められる事業 

（会員） 

第４条 この会の会員は、次の３種とする。 

 (1) 普通会員 公益社団法人日本図書館協会の東京地区個人会員及び、東京都内に在住

若しくは在勤するもので、この会の趣旨に賛同する個人 

 (2) 特別会員 公益社団法人日本図書館協会の東京地区施設会員及び、東京都内に所在

する図書館及び類縁機関・団体 

 (3) 賛助会員 この会の事業を協賛する個人又は団体 

（入会申込） 

第５条 この会に入会しようとする者は､事務局に申込み､登録を受けなければならない。但し、

公益社団法人日本図書館協会会員については入会の申込みを必要としない。 

２ 特別会員については代表者を定め登録しなければならない。 

（会費） 

第６条 会員は、別に定めるところの会費を納めなくてはならない。 

（役員） 

第７条 この会に、次の役員をおく。 

 (1) 会長 １名 

 (2) 理事 若干名（内１名を副会長とし、１名を常務理事とする） 

 (3) 監事 ２名 

（役員の選出） 

第８条 役員は、総会で選出する。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、会長指名の理事を置くことが

できる。但し、２名以内とする。 

参考資料１ 
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H20.5.22版（H19の役員会で、H10の役員申合わせ事項の文言を整理、役員の了承を取れた

ので、変更している。 

（役員の任期及び欠員の補充） 

第９条 役員の任期は２ケ年とする。但し、再選を妨げない。 

２ 役員は任期満了後でも、後任者が決定するまでは、その任務を継続して行う。 

３ 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければならない。 

４ 補充により選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。 

（役員の任務） 

第10条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 

４ 常務理事は、この会務を処理する。 

５ 監事は、この会の会計を監査する。 

（顧問） 

第11条 この会に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、役員会の推薦により、総会で推挙する。 

（事務局） 

第12条 この会に事務局を置き、事務局に事務局長及び幹事を置く。 

２ 事務局長は、常務理事をもってこれに充てる。幹事は会長が委嘱し、庶務会計に従事

する。 

（総会） 

第13条 総会は、年１回会長が招集する。但し、必要なときは臨時総会を招集することが

できる。 

（総会の定足数） 

第14条 総会は、会員の５分の１以上の出席がなければ成立しない。 

２ 出席できない会員が、表決権を出席会員に委託したときは、総会に出席したものとみ

なす。 

（総会の審議事項） 

第15条 総会は、次の事項を審議決定する。 

 (1) 会務報告及び年度事業計画 

 (2) 予算案及び決算報告 

 (3) 会則及び規程の変更 

 (4) その他重要な事項 

（総会の議長） 

第16条 総会の議長は、その都度選挙でこれを定める。 

（議事の決定） 

第17条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の時は、議長の決定す

るところによる。但し、規約の変更については３分の２以上の同意を得なければならな

い。 
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H20.5.22版（H19の役員会で、H10の役員申合わせ事項の文言を整理、役員の了承を取れた

ので、変更している。 

（委員会） 

第18条 この会に委員会をおくことができる。 

（他団体への加盟） 

第19条 この会は、公益社団法人日本図書館協会に加盟し、同協会の加盟団体となる。 

（経費） 

第20条 この会の経費は、会費、寄附金及びその他収入をもって、これに充てる。 

（会計年度） 

第21条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

   付 則 

 この規約は、昭和５１年５月１５日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成元年７月２７日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成３年９月１７日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成３０年８月２９日から施行する。 

 

会 費 規 程 

 

第１条 会則第６条の規定による会費は次のとおりとする。但し、日本図書館協会員であ

るものについては、会費を徴収しない。 

  普通会員   年    ５００円 

  特別会員   年  ５，０００円 

  賛助会員   年  ５，０００円以上 

 

役員選出に関する規程 

 

第１条 会則８条の規定による役員の選出は、この規程による。 

第２条 総会で選出する役員の候補者を選考推薦するために役員選考委員会を置く。 

第３条 役員選考委員会は、ＴＬＡ会員で、ＪＬＡ東京地区代議員であるものをもって構

成する。但し総数は１４名以内とする。 

第４条 会則第７条の規定による役員候補者は、普通会員及び特別会員の代表の中から選

考推薦する。 

第５条 理事候補者は、普通会員及び特別会員の代表を勤務箇所その他により、次の６種

に分け、各号毎に１名を選考推薦する。 
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H20.5.22版（H19の役員会で、H10の役員申合わせ事項の文言を整理、役員の了承を取れた

ので、変更している。 

 

 (1) 国立国会図書館に勤務するもの 

 (2) 公立（都区市町村立）及び私立図書館又は、公民館に勤務するもの 

 (3) 大学図書館に勤務するもの 

 (4) 学校（小中高等）図書館に勤務するもの 

 (5) 専門図書館に勤務するもの 

 (6) その他以上に属さないもの 

第６条 副会長及び常務理事は、理事の中から会長が指名する。 

   付 則 

 この規約は、平成２３年７月１２日から施行する。 

   付 則 

 この規約は、平成２７年９月２８日から施行する。 

 

東京都図書館協会研究助成規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、本協会会員の研究を促進し、もって本協会の使命達成に資すること

を目的とする。 

（研究助成の種類） 

第２条  研究助成は、前条の目的にふさわしい調査研究（以下「研究」という）に対して

行うものとし、その種類は次のとおりとする。 

 (1) 随時的な研究グループ助成 

   東京都内において、特定テーマを持って随時的に研究活動を行う研究グループへの

助成で、助成金額は１０万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内で、研

究期間は最長２年間とする。 

 (2) 継続的な研究グループ助成 

   東京都内において、継続的に研究活動を行っている研究グループへの助成で、単年

度の助成金額は５万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内の助成を行

う。 

（申込資格） 

第３条 この規程による研究助成は、本協会普通会員を研究グループの代表者とし、会員

を主たる構成員として行われる共同研究を対象とするものとし、当該研究グル－プの代

表者が申込みの資格を有する。 

（申込方法） 

第４条 研究助成の申込みは、前条に規定する申込みの資格を持つものが、別に定める申

込書により行うものとする。 
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ので、変更している。 

（決定の方法） 

第５条 前条の申込みがあったときは、会長は理事会に諮り助成の適否及び金額を決定し

申込者に通知するものとする。 

（研究費） 

第６条 助成金は、研究に直接必要な経費とし、第２条(1)の助成にあっては研究の完了後、又 

第２条(2)の助成にあっては年度終了後、それぞれ１か月以内に会計報告を提出し精算す

るものとする。その際、助成金に残額が生じた場合は返還するものとし、不足が生じた

場合は限度内であっても、追加助成は行わないものとする。 

（研究計画の変更） 

第７条 助成決定後、研究計画を変更するときは、別に定める手続により申込者が申請を

行い、会長の承認を受けなければならない。 

（研究成果の発表） 

第８条 この規程による助成金を受けた者は、第２条(1)の助成にあっては研究完了後、又

第２条(2)の助成にあっては年度終了後２か月以内に会長に報告書を提出し、その研究成

果を総会又は本協会機関紙に発表しなければならない。但し、その他の方法による公表

をもって、これに代えることができる。 

（助成金の返還） 

第９条 会長は、助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一

部又は全部を返還させるものとする。 

 (1) 当該研究を中止したとき 

 (2) 当該研究を遂行する見込みがなくなったものと認められるとき 

 (3) 助成金を受けた者が、交付の条件に違反したとき（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、会長が定

める。 

   付 則 （昭和５６年５月２９日） 

 この規程は、昭和５６年６月１日から施行する。 

   付 則 （平成１４年６月１８日助成の種類改正） 

 この規程は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

理事会申し合わせ事項 

 

   《平成９年度第１回理事会（平成９年５月１３日）申し合わせ事項》 

 

１ 施設会員である図書館長に異動があった場合については、充て職として考え、残任期

間について、後任の館長が就任する。 
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   《平成１０年度第４回理事会（平成１１年３月８日）申し合わせ事項》の改正 

(平成１４年６月１８日) 

 

１ 第２条(1)の研究助成は、１事業について１回の助成とする。但し、別事業であっても、

構成員の半数以上が同一の場合は、前回の助成から２年度以内は助成することができな

い。  

 

２ 第２条(2)の研究助成は原則として連続して２回を越える助成はできない。 

 

３ 研究助成は事業費の一部補助とし、使途は年間研究に必要な概ね次のとおりのものと

する  

 (1) 資料、消耗品、備品等の購入又は借上経費。但し、備品の購入は助成金の２分の１

以内とし、飲食費等の経費は除く。 

 (2) 資料印刷等の経費 

 (3) 会議室等の借上経費 

 (4) 講師謝礼 

 (5) 講師旅費 

 (6) 上記各号に類するもの、その他で共同研究を行うために直接必要な経費 

 (7) 人件費及び研究グループ構成員による旅費は除く。 

 

４ 審査基準を満たす研究グループの助成申込金額が、研究助成の予算額を超える場合は、

会長は理事会に諮った上で予備費から支出できるものとする。 

 

５ 審査基準は、次のとおりである。  

(1) 研究の目的 

 ・研究・調査が東京及び我が国の図書館事業の発展向上に寄与するものであること 

(2) 研究計画 

 ・研究計画が目的を達成する上で、妥当なものであること 

 ・第２条(1)の研究助成にあっては、研究期間内に研究成果をまとめられるものである

こと 

 ・第２条(2)の研究助成にあっては、当該年度内の研究成果又は経過と方向性をまとめ

られるものであること 

(3) 研究経費 

 ・所要経費が目的を達成する上で、妥当なものであること 

 

６ 申込書の記載事項に不備があるとき又は研究内容を判断できないと認めるときは、事

務局が申込者に対して、必要な修正又は再提出を求める。 
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令和５年度 東京都図書館協会（TLA）研究助成 募集要項 

★ 応募の際は、本要項をよくお読みのうえ、お申込みください。 

 

１ 応募資格 

当協会の普通会員（個人会員）が代表者であり、会員を主たる構成員として行う共同研究グルー

プであること。 

※研究機関等への所属の有無は問いません。 

※２名以上の研究グループであることが要件です。個人の研究は対象となりません。 

 

２ 件数 

若干数 

 

３ 助成金額と種類 

「随時的な研究」と「継続的な研究」によって、助成額、助成期間が異なります。 

 

(1) 随時的な研究 

東京都内において、特定テーマを持って随時的に研究を行っている研究グループへの助成。

助成額は 10 万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内で助成を行う。研究期間は最

長２年間とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 継続的な研究 

東京都内において、継続的に研究活動を行っている研究グループへの助成。 

単年度の助成額は５万円を限度とし、申込者の事業計画及び予算の範囲内の助成を行う。 

研究期間の制限は無い。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 助成金の使途 

当協会からの助成金は原則として、グループの研究に直接必要な経費に充てていただきます。研

究終了後の精算時には、会計報告（領収書等のコピー等を添付した支出明細含む。）を提出してい

ただきます。 

 

研究開始 助成金申込 研究完了 TLA での成果の公表 

・申込書の提出 
・審査 

・報告書の提出 
・会報への掲載 

助成金交付 

助成の決定 

助成金の振込み 
・助成金の精算 

研究完了 

TLA での 
成果の公表 

・申込書の提出 
・審査 

助成金申込
・報告書の提出 

・会報への掲載 

・助成金の精算 

研究開始 

助成金交付 交付終了 

助成の決定 

助成金の振込み 

年度ごとに申込み、審

査が通れば連続して

２回まで助成可能 

２年以内 

1 年～ 

 
一括で交付 

令和 5年 4月以降  

令和 5年 4月以前でも可 
研究自体の

完了時期は

問わない 

・報告書の提出 
・会報への掲載 

１年目終了時に
中間報告提出 

案 参考資料２ 
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５ スケジュール 

募 集 期 間 令和５年９月下旬 ～令和５年 10 月中旬 

↓  

選 考 期 間 令和５年 10 月下旬 ～ 令和５年 11月 

↓  

決定と通知 令和５年 12 月中旬頃 当協会理事会にて決定後、申込者（代表者）に通知 

↓  

交 付 令和５年 12 月下旬頃   口座へ振込み 

 

６ 提出書類 

(1) 研究助成 申込書 

(2) 研究概要書（Ａ４判縦１枚程度・書式任意） 

・テーマ設定の背景、研究の意義・必要性、先行・類似研究の有無（有の場合は研究テーマ・

研究者名を記載）、他団体の助成金等を申請している場合はその助成金等を含めた研究内容

及び経費等の全体※、中間及び最終の研究成果物の予定など 

※助成金等が交付された場合と交付されなかった場合の両方について、研究の進め方を詳しく記入し

てください。（公布決定予定日を記載すること。） 

10 月 13 日（金）までに御提出ください。（必着） 

＜留意事項＞ 

・申込書は次のウェブサイトからダウンロードしてください。 

東京都図書館協会（TLA）ウェブサイト（https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/tla/） 

・(1)(2)ともに、PDF ファイルでお送りください。なお、事務局から追加資料の提出等を求める

場合があります。 

・申込みの際には、東京都図書館協会の会則等もお読みください。会則等は上記ウェブサイトか

らダウンロードしてください。 

 

７ 選考基準 

・研究テーマの着眼点と独創性 
・図書館への貢献度又は貢献の可能性  など 

 

８ 助成対象者への依頼事項 

助成を受けたグループには、研究終了後２か月以内に報告書（1,600 字程度）を提出していただ

きます。また、複数年度にわたって研究を行うグループは、各年度終了後にも中間報告を提出して

いただきます。各グループからの報告は、当協会報に掲載させていただきます。 

 

９ 申請書等書類の送付及び問合せ先 

〒106-8575 東京都港区南麻布５－７－１３ 

都立中央図書館 管理部 企画経営課内 

東京都図書館協会事務局 

電 話：03-3442-8451（内線 2224） E-mail：S0200333@section.metro.tokyo.jp 
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